
      

警察署協議会議事概要報告書 

 

協議会名 令和３年度第１回中津川警察署協議会 

開催日時 令和３年６月23日 水曜日 午後１時30分から午後３時10分まで 

開催場所 中津川警察署 ３階会議室、道場 

出席者 委員（７名）、警察署（９名） 

議事概要 

 

１ 委嘱状の交付 

２ 署長あいさつ 

３ 警察署幹部自己紹介 

４ 協議会委員自己紹介 

５ 協議会会長・副会長選出 

  会長：川瀬俊作委員 

  副会長：土屋大二郎委員 

６ 協議会会長、副会長挨拶 

７ 議事 

（１）第１号議案 

   協議会趣旨説明及び開催計画（案）説明 

（２）第２号議案 

   中津川警察署各課の業務説明 

（３）第３誤議案 

   提言、意見交換 

  ① 刺股講習会は地区ごとに行われていると聞いたが。 

   【生活安全課長】 

    防犯用具の刺股は各小中学校に配備されているが、各校、設置場所がま

ちまちであったため、この度、防犯指導で管内の各小中学校全てを回り、

配備状況を確認して指導を行い、ＮＰＯ法人の防災士の方とも協力して、

適切に設置したほか、防災士の方や学校と協力して、不審者訓練も実施し

ている。 

  ② 年度初めで、警察業務の説明を受け、大変な業務だと改めて感じた。 

    気の抜けない業務でいつも張りつめていて、ご苦労様と思う。 

  ③ 聞いた話であるが、見回り隊の人がベストを忘れて着用しないまま見回 

り活動を行った際に子供に声をかけたところ、勘違いされ大変なことにな 

ったと聞いたが。 

   【署長】 

    岐阜地区では声掛けする人が不審者だということで通報されることが多

いが、見回り活動を行う際にはきちんとベストを着るべきです。 

    どんなことでも、電話をして頂けたら対応します。 

  ④ 以前、朝早い時間帯に義父が行方不明となった際、警察の方に保護され 



た経験があり、その際、顔を見れば分かるよう写真も撮って貰って警察で 

も把握して頂いた。その後は大丈夫ですが、行方不明の捜索活動では大変 

良い活動だと思う。 

   【生活安全課長】 

    認知症の方などを発見した場合には、今後、同じことが再発しないよう

にするため、色んな取り組みを行っている。行方不明者を早期に発見する

ためには、警察だけでなく消防や地域住民の方にも協力をして頂いて行っ

ており、引き続き警察では、全署員体制で取り組みます。 

   【署長】 

    行方不明者発見活動には、防災無線の効果は絶大で、防災無線が流れた

途端に警察への通報がある。目で見る写真と耳で聞く広報、放送等を活用

して、今後も行方不明者発見活動に取り組んでいきますが、皆様委員の方 
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 にも、地域住民に広めて頂けたらと思っています。 

⑤ 今日初めて出席して、警察の各課の業務や活動状況などを知ることがで 

きた。こうした警察の業務や活動等について、地域住民に広めるルートは 

あるのか。 

   【署長】 

高齢者講習や地域の会合、学校など、あらゆる場を通じて警察の業務や

活動等を紹介しているが、今回の協議会での説明のような細かい内容まで

は紹介していない。 

  ⑥ 私も高齢者福祉の活動を行っており、地域包括ケアシステムもケアセン 

ターとパイプを作って情報発信もスタートしたが、まだまだと感じる。 

今後も、地域の高齢者等への情報伝達ができると良いと思っている。 

   【署長】 

将来に向け、そのような会等があれば是非とも参入していきたいと思う

ので、そのような話があれば、警察も是非参加します。 

 ⑦ 私は消防団活動も行っているが、今年初めに蛭川であった行方不明者の 

ことで、以前あった立て看板が撤去されていた。行方不明者は見つかった

のか。 

   【生活安全課長】 

行方不明者は現在も発見されていません。立て看板については、相当日

数を経過していたため撤去しましたが、引き続き発見活動を行っていきま

す。 

８ 警察官の点検視察 

９ 署長の総括 

 

   ※必要に応じ資料を添付すること。 

 

 

 

 

 

 

 



警察署協議会全体の状況 

   

 

委嘱状交付の状況 

   



署長挨拶 

   

 

各課の業務説明 

   



警察点検視察の状況 
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